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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

1 強制労働 1-1 ⾝体的または⼼理的
暴⼒の禁⽌に関する
基準 

1-1-1 ⼯場は、強制労働をさせてはならない。また、強制労働を⾏わない旨の⽅
針を定めなくてはならない。 
注：強制労働は、ILO の Forced Labour Indicators (11 の指標)に基づき判
断される。  

ZT〜MJ 

1-1-2 ⼯場は、従業員に対し、⾁体的な暴⼒、例えば叩く、押す、などの⾏為を
⾏ってはならない。 

ZT 

1-1-3 ⼯場は、従業員に対し、⾝体的、またはパワーハラスメントなどの⼼理的
暴⼒を⾏ってはならない。 
怒鳴る、脅迫する、けなす、侮辱する など 

ZT〜MJ 

1-2 ⾦銭の預託及び保
証、個⼈の所有物の
預託の禁⽌に関する
基準 

1-2-1 ⼯場は、従業員の現⾦や貯⾦通帳、銀⾏⼝座のカードなどを預託させては
ならない。 

ZT 

1-2-2 ⼯場は、従業員から保証⾦の徴収・違約⾦を定める契約または損害賠償額
を予定する契約をしてはならない。 

ZT 

1-3 違法・過⼤な控除の
基準 

1-3-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に定められた控除の額、または労使協定によっ
て定められた控除の額を超えて、従業員の賃⾦から控除してはならない。 

MJ 

1-3-2 ⼯場は、将来払うべき前項の控除を⽬的とした⾦銭を、従業員から強制的
に事前に徴収してはならない。 

MJ 

1-4 労働者の⾝分証明書
および所有物(ID、パ
スポート等)の預託に
関する基準 

1-4 ⼯場は、従業員の⾝分証明書やパスポート等、従業員の⾝分を保証する⽂
書、在留カード、マイナンバーカード、保険証などを預託させてはならな
い。 

ZT 

1-5 労働者の⾏動の⾃由
に関する基準 

1-5-1 ⼯場は、従業員の私⽣活の⾃由を不当に制限してはならない。 MJ 
1-5-2 ⼯場は、従業員が⾏う⾷事、⽔分摂取、トイレ、治療⾏為や通院、その他

必要な⾏為に対し、正当な理由なく報復や懲戒を科してはならない。 
MJ 

1-5-3 ⼯場は、正当な理由なく、以下の従業員の⾏動を制限してはならない。 
⾷堂への移動、休憩中の⾏動、トイレの使⽤、⽔飲み場の利⽤、必要な怪
我の⼿当など 

MJ 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

1-6 残業の命令に関する
基準 

1-6 ⼯場は、従業員に業務上の必要性等に基づかない時間外労働をさせてはな
らない。時間外労働は、⼯場所在地の法令に従い、労使協定及び従業員の
合意等に基づき実施されなくてはならない。 

MJ 

1-7 懲戒処分に関する基
準 

1-7-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、制裁の定めをする場合には、従業員の
懲戒に関する規定を設けなくてはならない。懲戒は、戒告、譴責、減給、
出勤停⽌、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などの段階的な規定である。 

MN 

1-7-2 ⼯場は、全ての従業員に採⽤の際に、懲戒規定を明確に伝達しなくてはな
らない。⼯場は管理者に対し、懲戒規定を確実に理解させ、教育訓練を⾏
い、その達成度を確認しなくてはならない。 

MN 

1-7-3 ⼯場は、懲戒が実施された場合、その内容を記録し、維持しなくてはなら
ない。記録には、懲戒を受けた従業員への通知⽅法を含む。 

MN 

1-7-4 ⼯場は、従業員に対し、いかなる脅迫、⾦銭的な罰則を科してはならな
い。処罰の理由には、業績が上がらない、規則違反などの場合も含む。但
し、法令に従い許容される懲戒処分としての賃⾦の減給は除く。 

ZT〜MN 

1-8 プライバシー保護の
基準 

1-8 ⼯場は、従業員のプライバシーを尊重し、個⼈情報を保護しなければなら
ない。 

MJ〜MN 

1-9 囚⼈労働の使⽤に関
する基準 

1-9 ⼯場は、囚⼈労働をさせてはならない。 
注：囚⼈労働は、⺠間企業が国または公的機関と契約を締結し、刑務官等
の管理の下で⾏われる刑務作業を除く。 

ZT 

2 児童労働 2-1 児童労働に関する法
令遵守⽅針の基準 

2-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令で定める就労最低年齢に満たない労働者を雇⽤
してはならない。 

ZT〜MJ 

2-2 労働者の年齢記録の
保持に関する基準 

2-2 ⼯場は、従業員の採⽤に際し、公的証書によって年齢を確認しなくてはな
らない。 

MJ〜MN 

2-3 児童労働の是正⽅針
に関する基準(児童労
働者とその家族への
⽀援を含む) 

2-3 ⼯場は、児童労働を⾏わない旨、及び是正措置、予防措置を含む⽅針を定
めなくてはならない。 

MJ 

2-4 若年労働者の雇⽤に
関する基準 

2-4-1 ⼯場は、18 歳未満の未成年を採⽤する際、⼯場所在地の法令で規定がある
場合、規定に従って⼿続き等を⾏わなくてはならない。 

MJ 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

2-4-2 ⼯場は、18 歳未満の未成年に対し、時間外労働・深夜労働をさせる場合
は、⼯場所在地の法令の規定に従わなければならない。 

ZT〜MJ 

2-5 若年労働者の労働条
件に関する基準 

2-5 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、18 歳未満の未成年に対し危険な労働、
例えば有害物を扱う業務、フォークリフトの運転などをさせてはならな
い。  

ZT 

2-6 若年労働者の労働時
間に関する基準 

2-6 ⼯場は、18 歳未満の未成年に対し、⼯場所在地の法令に従い、労働時間の
制限を設けなくてはならない。 

MN 

3 差別・ハラスメント 3-1 性別に基づく差別の
禁⽌に関する基準 

3-1 ⼯場は、⼥性従業員に対し、妊娠、出産を理由に、解雇、賃⾦の減額、降
格などの差別を⾏ってはならない。 
 
注：⽇本の場合、例外として、①業務上の必要性から不利益取扱いをせざ
るをえず、業務上の必要性が、当該不利益取扱いにより受ける影響を上回
ると認められる特段の事情が存在するとき、⼜は②労働者が当該取扱いに
同意している場合で、有利な影響が不利な影響の内容や程度を上回り、事
業主から適切に説明がなされる等、⼀般的な労働者なら同意するような合
理的な理由が客観的に存在するときは、不利益取扱いとはみなさない。 

ZT 

3-2 障害者の差別の禁⽌
に関する基準 

3-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、障害のある従業員に対し、障害の特性
を踏まえた無理のない業務を実施させ、処遇や業務遂⾏に関して差別的な
扱いをしてはならない。 

ZT〜MJ 

3-3 労働組合に係る差別
の禁⽌に関する基準 

3-3 ⼯場は、従業員に対し組合活動への参加等を理由に解雇もしくは不利益な
取り扱いを⾏ってはならない。 

ZT 

3-4 組織の苦情処理メカ
ニズムを利⽤した労
働者に対する差別の
禁⽌に関する基準 

3-4 苦情処理メカニズムは、通報内容によって申し出た従業員に差別・不利
益・報復が⽣じるものであってはならない。 

MJ 

3-5 採⽤段階での差別の
禁⽌に関する基準 

3-5 ⼯場は、従業員の採⽤に際し、男⼥の差別、根拠のない年齢制限、その他
宗教、政治的⾒解、国⺠的もしくは社会的出⾝による差別を⾏ってはなら
ない。 

ZT〜MJ 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

3-6 職場における⼥性の
権利に関する基準 

3-6 ⼯場は、⼥性に対し、⼯場所在地の法令に従い、職種の制限を設けなくて
はならない。 

MN 

3-7 性的搾取・ハラスメ
ントに関する基準 

3-7-1 ⼯場は、従業員に対し、セクシャルハラスメントなど、性的な差別やいじ
め、嫌がらせを⾏ってはならない。 

ZT〜MJ 

3-7-2 ⼯場は、バッグ等の所持品を検査する場合、従業員に対して合理的理由
（就業規則等に明記するなど）に基づき、⼀般的に妥当な⽅法（直接⾝体
に触れたりしてはならない）で、画⼀的に⾏わなければならない。また、
被検査者と同性の者に検査を実施させなければならない。 

MN 

3-8 業績評価に関する基
準(昇進、研修) 

3-8 ⼯場は、全ての従業員が公平に昇進、昇格、昇給の機会を得られる評価基
準を設け、性別や⼈種による格差を設けてはならない。これらの評価は、
従業員の資格、適性、技能能⼒によってなされなければならない。 

ZT〜MJ 

3-9 在宅勤務者に関する
基準 

3-9 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、在宅形態の労働者に対しても、他の賃
⾦労働者と同等の労働者の権利を保証しなければならない。 
 
注：⽇本においては、家内労働者（内職者）を利⽤している場合、家内労
働法の基準に従い家内労働⼿帳の交付等を⾏うこと。 

MJ 

4 結社の⾃由・団体交渉権 4-1 労働組合等に関する
基準 

4-1 ⼯場は、従業員が⾃主的に労働組合を組織すること（従業員代表を選出す
ることを含む）を保障しなければならない。 

ZT 

4-2 団体交渉等に関する
基準 

4-2 ⼯場は、労働組合による団体交渉、または従業員により使⽤者の介⼊なく
⺠主的に選出された従業員代表による交渉を要求された場合、これを拒否
してはならない。また、団体交渉の要求にも誠意を持って対応しなければ
ならない。また、団体交渉の結果については議事録を作成しなくてはなら
ない。 

ZT〜MJ 

5 労働安全衛⽣ 5-1 職場における安全に
関する基準 - 法令遵
守 

5-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、労働安全衛⽣にかかる法令の遵守に努
め、安全で衛⽣的な職場環境を提供しなくてはならない。 

ZT〜MN 

5-2 職場における安全に
関する基準 

5-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、労働者の健康と安全衛⽣に関する社内
規則を有し、これに合致した運⽤・管理を実施しなくてはならない。 

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

5-3 建物の安全性の検証
と保全に関する基準 

5-3-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、有効な建築許可を取得し、消防検査、
必要な場合は環境検査を受けなければならない。  

MJ 

5-3-2 ⼯場は、階段に⼿すりを設置しなくてはならない。 MN 
5-3-3 ⼯場は、倉庫を含む⼯場の⽣産現場において、⼗分な幅の通路（メインの

避難通路は幅１２０cm 以上、ライン間の通路は８０cm 以上）を確保し、
働きやすい状態を維持しなくてはならない。 

MN 

5-3-4 ⼯場は、倉庫の棚の荷物を、⼗分に出し⼊れできる状態にしなくてはなら
ない。⼿の届かない場所に荷物がある場合、踏み台、リフト等が備わって
いなければならない。 

MN 

5-3-5 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、可燃性の原料や最終製品を、隔離さ
れ、明⽰された場所に保管し、蛍光灯や電球など熱を発する場所から⼗分
に離れた状態（可燃性の原料や製品が、熱を発する蛍光灯、電球から５０
cm 以上離れている）で保管しなくてはならない。 

MN 

5-4 機械・設備等の安全
保持に関する基準 

5-4-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、危険なスチーム、ガス、⾶散物等が発
⽣する場所においては、爆発及び引⽕並びに従業員の健康への悪影響を防
⽌するために必要な場合、換気装置やフィルター、浄化装置などを設置し
なくてはならない。 

MN 

5-4-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、重量物たとえば原反や裁断⽣地、梱包
された製品などを運搬するために、運搬⽤の設備を⽤意しなくてはならな
い。 

MN 

5-4-3 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、フォークリフトなどの機器を使⽤する
エリアにおいては、（⽬⽴つ⾊の線などで）ほかの区域と明確に区分け
し、⽴⼊禁⽌などの注意表⽰を掲⽰しなくてはならない。 

MJ 

5-4-4 ⼯場は、設備に巻き込み防⽌等の安全装置を設置しなければならない。加
圧式裁断機を使⽤する場合は、「両⼿スイッチ可動」の装置、ミシンには
「針ガード」、鳩⽬打ち機、ボタン付ミシン等は打ち損じや割れたボタン
による怪我を防⽌するためのガード、ミシン等のホイール、駆動ベルトに
は、巻き込み防⽌のためのカバーを付けなければならない。 

MJ〜MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

5-4-5 梯⼦は、⼯場所在地の法令に従い、⼿すりや転落防⽌の背かご等を⽤いる
など、安全に設置しなければならない。 

MN 

5-5 電気機器の安全性に
関する基準 

5-5 ⼯場は、漏電や感電のリスクを回避するため、⼯場所在地の法令に従い、
配線設備を安全に管理しなくてはならない。分電盤には危険である旨の表
⽰を⾏い、前⾯ 1m 以内には物を置いてはならない。また、感電や漏電を
防⽌するため、ラバーマットを敷くことが望ましい。 

MJ〜MN 

5-6 ⽕災対策に関する基
準(訓練、設備、標
識) 

5-6-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、避難訓練を実施しなくてはならない。
また、避難訓練の実施記録（⽇付、参加者、訓練の内容等）を保管しなく
てはならない。  

MJ〜MN 

5-6-2 消⽕器は有効期限内のものであり、圧⼒が正常な状態に維持されていなく
てはならない。 

MJ〜MN 

5-6-3 消⽕器は床に直接置いてはならず、周囲に物が置かれないようマークし周
囲から⽬⽴つように表⽰しなければならない。⼯場所在地の法令に従い、
設置の⾼さや部屋の⾯積に応じた本数を設置しなければならない。法令の
定めがない場合、床⾯からの⾼さは 1.5ｍ以下に、各フロア、仕切られた各
部屋に、100 ㎡に少なくとも 1 本以上設置し、階ごとに建物のどこからで
も消⽕器までの歩⾏距離が 20m 以内にあるよう、設置しなくてはならな
い。 

MJ〜MN 

5-6-4 ⽕災報知器は、⼯場所在地の法令に従い、⼯場内及び社員寮に設置しなく
てはならない。 

MJ〜MN 

5-6-5 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、消防設備（⽕災報知器、⾃動⽕災警報
設備、消⽕器）を定期的に点検しなくてはならない。 

MN 

5-6-6 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、消防設備（⽕災報知器、⾃動⽕災警報
設備、消⽕器）を点検し、タグなどによって記録を表⽰しなくてはならな
い。 
 
注：⽇本においては、表⽰義務がないため、タグなどによる記録の表⽰は
不要。 

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

5-7 ⾮常⼝の定期的・計
画的な整備に関する
基準 

5-7-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、誘導灯⼜は誘導標識（⾮常出⼝等）を
掲⽰しなければならない。  

MJ〜MN 

5-7-2 ⾮常⼝は、業務中常に施錠してはならず（もしくは⾃動解錠や⼀の動作で
解錠できる状態であること）、外開きであることが望ましい。 

ZT〜MN 

5-7-3 ⾮常⼝は、⼯場所在地の法令に従い、⾮常⼝付近に可燃物がある場合な
ど、必要な場合には、各フロアの離れた場所に最低 2 箇所以上設置しなく
てはならない。 

MN 

5-7-4 階段には、⼯場所在地の法令に従い、⾮常灯を設置しなくてはならない。 
 
注：⽇本においては、屋外階段、開放階段、住居（寮を含む）については
適⽤外。 

MJ〜MN 

5-7-5 ⾮常⼝及び消⽕栓の前には、使⽤上・点検上の障害とならないように、障
害物を置いてはならない。 

MJ〜MN 

5-7-6 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、避難通路の幅の確保、および避難経路
（⽮印等）を表⽰しなくてはならない。法令の定めがない場合、避難経路
は床⾯または床⾯より 1ｍ以内の壁⾯に避難経路（⽮印等）を表⽰するこ
と。  

MN 

5-8 緊急応急処置⽤品に
関する基準 

5-8 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、負傷者の⼿当に必要な救急⽤具及び材
料を常備し、その備付け場所及び使⽤⽅法を従業員に周知しなければなら
ない。 

MJ〜MN 

5-9 労働者の作業⽤具の
費⽤(個⼈⽤保護具と
ユニフォームを含む)
に関する基準 

5-9-1  ⼯場は、着⽤を義務付けている装備、及び個⼈⽤保護具を、必要に応じて
従業員に無償で提供しなくてはならない。 

MN 

5-9-2 
 
 

⼯場は、特段の定めがない限り、業務上使⽤を義務付けているユニフォー
ムや靴などの費⽤を、従業員から徴収してはならない。なお、故意にユニ
フォーム等を毀損した場合に、実損額の範囲内で従業員から徴収すること
を妨げるものではない。 

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

5-10 防災と避難⼿順に関
する基準 

5-10 ⼯場所在地の法令に従い、避難経路はフロアマップによって掲⽰しなくて
はならず、マップには掲⽰の場所の「現在地」と、消⽕器の場所、及び避
難経路（⽮印等）を記載しなくてはならない。 
 
注：⽇本においては、避難経路図の表⽰義務は、不特定多数の⼈が集まる
場所に限定されているため適⽤外。 

MJ〜MN 

5-11 化学物質の取り扱い
に係る安全⼿順に関
する基準 

5-11-1 ⼯場は、使⽤する化学薬品のリストを作成し、化学物質名、在庫量、貯蔵
場所を記載しなくてはならない。 

MN 

5-11-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、化学物質を使⽤する従業員に対し、当
該化学物質の危険性⼜は有害性等に鑑みて従業員の健康障害を防⽌するた
めに必要な貯蔵、取扱い、使⽤⽅法、並びに廃棄の⽅法を訓練しなければ
ならず、必要な保護具、例えば⼿袋、防護メガネ、マスクなどを提供しな
くてはならない。  

MN 

5-11-3 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、爆発・引⽕のおそれがある化学物質の
貯蔵場所を、禁煙としなくてはならない。 

MN 

5-11-4 ⼯場は、化学薬品の保管場所において、化学薬品を個別に貯蔵し、漏洩防
⽌のため⼆重の容器を設置しなければならない。 

MN 

5-11-5 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、化学物質について、SDS（製品安全デ
ータシート）を保管場所及び取り扱う各作業場の⾒やすい場所に常時提⽰
する等、必要な従業員への周知をしなければならない。 

MN 

5-11-6 ⼯場は、必要に応じて、化学薬品を使⽤する場所の近くに、洗眼器を設置
しなくてはならない。 
 
注：⽇本においては、特定化学物質、または有機溶剤を使⽤している場合
は洗眼⽤具を設置すること。 

MN 

5-11-7 化学薬品に関する以下の表⽰および掲⽰は、従業員が解読可能な⾔語で記
載されなければならない。 
表⽰：安全情報、内容表⽰（成分、特性、取扱注意事項、保管場所） 
掲⽰：使⽤する場所で掲⽰されなければならない注意表⽰と使⽤法     

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

5-12 安全装置と個⼈⽤保
護具に関する基準 

5-12 ⼯場は、以下の個⼈⽤保護具を必要に応じて従業員に提供し、装着させな
くてはならない。 
⼿袋、⾦属メッシュ⼿袋、⽿栓、ゴーグル、防⽔靴、滑り防⽌靴、マス
ク、呼吸補助装置など 

MN 

5-13 労働災害記録の管理
に関する基準 

5-13 ⼯場は、労働災害が発⽣した場合、それを明らかにするとともに、原因究
明と是正策を講じ、その記録を⼯場所在地の法令で定める期間、保管しな
ければならない。⼯場所在地の法令に保存期間の定めがない場合、1 年以
上保管しなければならない。⼯場所在地の法令で定めがある場合、届出な
くてはならない。 

ZT〜MJ 

5-14 定期健康診断に関す
る基準 

5-14-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、対象となる全ての従業員に健康診断を
受診させなくてはならない。  

MJ 

5-14-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に定められた頻度で、危険な材料を扱う従業員
に対し必要な健康診断を受診させなくてはならない。法令の定めがない場
合、年に 1 回以上受診させなければならない。 

MJ 

5-15 労働者が安全な飲料
⽔を利⽤することに
関する基準 

5-15 ⼯場は、従業員に対し、利⽤しやすい飲料⽔の提供場所を設置し、時間の
制約なく飲料⽔を提供しなくてはならない。 
⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、⽔質検査を⾏い合格しなければならな
い。 
 
注：⽇本においては、⽔道⽔のみを使⽤している場合、⽔質検査は不要。 

MN 

5-16 労働者が職場の適切
な衛⽣施設(シャワー
/トイレ/更⾐室など)
を利⽤することに関
する基準 

5-16 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、⼯場内、及び従業員寮のトイレ、シャ
ワールームは男⼥別に区別して設置すると共に、プライバシーを保てる程
度の仕切りを設け、かつ清潔な環境を維持すること。また、⼯場所在地の
法令に従い、必要数のトイレを設置しなくてはならない。 

MN 

5-17 職場条件(空気質、照
明、騒⾳)に関する基
準 

5-17-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、⼯場内の照度を基準以上に維持しなけ
ればならない。法令の定めがない場合、「⼀般的な事務作業」においては
300 ルクス以上、「付随的な事務作業」及び倉庫エリアは 150 ルクス以
上、「⽣産⼯程」では可能な限り 500 ルクス以上に維持しなければならな
い。 

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

5-17-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、⼯場内の騒⾳を基準以下に維持しなけ
ればならない。法令の定めがない場合、85 デシベル以下の維持に努めなけ
ればならない。基準を超える環境においては必要に応じて、⽿栓などの防
護器具を使⽤させなくてはならない。 

MN 

5-18 安全で適切な施設の
条件に関する基準
（労働者のための寮
や⾷堂を含む） 

5-18-1 従業員寮は、製造⼯程がある建物および危険物の貯蔵場所とは別の建物で
なければならない。 

MJ 

5-18-2 従業員寮は、⼯場所在地の法令に従い、強固な構造で、かつ清潔で安全に
保たれていなければならない。また、⼯場所在地の法令に従い、消⽕器、
⾮常出⼝、⾮常灯などを完備しなければならない。 

MJ〜MN 

5-18-3 従業員寮においては、⼯場所在地の法令に従い、避難訓練を⾏わなければ
ならない。避難訓練の実施記録（⽇付、参加者、訓練の内容等）を保管し
なくてはならない。 
 
注：⽇本の場合は、原則として５０⼈以上の従業員寮のみ当該対応が必要
となる。 

MJ〜MN 

5-18-4 従業員寮の各部屋の⾯積は、少なくとも１⼈当たり床の間及び押⼊を除き
4.5 ㎡の⾯積を有し、男⼥別の部屋にしなくてはならない。 

MJ〜MN 

5-18-5 従業員寮のベッドは、個別であること、及び鍵のかかる私物⼊れを準備し
なければならない。 

MJ〜MN 

5-18-6 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、⾷堂の営業許可を有しており、衛⽣的
に管理し、維持しなければならない。 

MJ 

5-18-7 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、⾷堂の従業員に健康診断を実施し、記
録を保持しなければならない。 

MJ 

5-18-8 ⼯場は、⾷材を扱う従業員に、エプロン、マスク、⼿袋、ヘアネット等を
着⽤させなければならない。 

MN 

5-18-9 ⾷堂のキッチンの⽔回りには、滑り⽌めマットを設置し、または⾷堂の従
業員に滑り⽌めの靴を着⽤させなければならない。 

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

5-19 地域における流⾏疾
病の予防・治療に関
する基準 

5-19 ⼯場は、所在地において流⾏疾病等によるロックダウンが発⽣した場合、
⼯場所在地の⾏政機関が定める予防措置を実施しなくてはならない。 

MJ 

5-20 安全衛⽣に関する教
育の基準 

5-20 従業員に以下のような設備を使⽤及び管理させる場合には、⼯場所在地の
法令に従い、資格取得、トレーニングをさせなくてはならない。 
ボイラー、発電機、コンプレッサーの設備の点検、検査、及び操作する資
格、クレーンや⾞両系機械を運転する資格等 

MJ 

5-21 事故時の対応⼿順に
係る教育に関する基
準 

5-21-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、事故時の対応に関する教育・研修を実
施しなければならない。 

MJ〜MN 

5-21-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、CPR（⼼肺蘇⽣）の講習を受けさせな
くてはならない。法令の定めがない場合は、少なくとも 2 名、または従業
員数の２％以上の⼈員に講習を受けさせなくてはならない。 

MN 

5-22 ⼿順とベストプラク
ティスに対する労働
者の意識に関する基
準 

5-22 ⼯場は、労働事故の発⽣を予防するため、⼯場所在地の法令に従い、安全
衛⽣推進者、または安全管理者、衛⽣管理者を選任し、従業員教育を実施
しなくてはならない。 
 
注：⽇本においては、安全衛⽣推進者の選任については 10 ⼈未満の場合、
安全管理者・衛⽣管理者の選任については 50 ⼈未満の場合、義務ではな
い。 

MJ〜MN 

6 雇⽤及び福利厚⽣ 6-1 雇⽤に関する基準- 
国内規制の法令遵守 

6-1-1 ⼯場は⼯場所在地の法令に従い、有効な営業許可を取得し、就業規則を作
成し、⾏政官庁に届け出なければならない。また、就業規則の変更に際し
ては労働代表者の意⾒を聴取しなければならない。 
 
注：⽇本においては、従業員が常時 10 ⼈未満の場合、就業規則の作成・届
出は義務ではないため、適⽤外。  

ZT〜MJ 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

6-1-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、従業員名簿を作成し、以下の項⽬を明
記するとともに、最新の状態に維持しなくてはならない。 
従業員の⽒名、⽣年⽉⽇、性別、⾝分証明書番号（該当国のみ）、⼾籍
（該当国のみ）、住所、業務の種類、履歴（該当国のみ）、採⽤年⽉⽇、
退職⽇及びその事由（該当国のみ）、死亡年⽉⽇と事由（該当国のみ） 
 
注：⽇本の場合、（該当国のみ）となっているものは義務ではない。ま
た、「業務の種類」については、常時 30 ⼈未満の労働者を使⽤する事業者
は義務ではない。 

MJ〜MN 

6-1-3 ⼯場は、必要な場合を除き、15 歳未満の⼦供を⼯場内（事務所、従業員寮
を除く）に⽴ち⼊らせてはならない。 

MJ 

6-1-4 ⼯場は、妊娠、出産を理由に従業員の雇⽤について不利益な扱いをしては
ならない。 

MN 

6-2 雇⽤条件の通知に関
する基準 

6-2-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、従業員を採⽤する際、労働契約書また
は労働条件通知書により労働条件を明⽰しなければならない（※）（派遣
労働者については、派遣元との労働契約が締結され、契約内容に同意して
いることを確認すること。）。※労働条件の明⽰⽅法については、国内で
は、書⾯の交付が原則であるが、労働者が希望した場合には FAX や電⼦メ
ール、SNS 等でも明⽰可能（ただし、出⼒による書⾯作成が可能なものに
限る。）。 

ZT〜MJ 

6-2-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、従業員の退職の⾃由を保証しなくては
ならない。退職に際し、保証⾦、⾦銭上のペナルティを科してはならな
い。 

ZT 

6-3 書⾯による法的拘束
⼒のある労働契約の
締結に関する基準 

6-3 
 

⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、労働契約の締結または変更について
は、従業員に内容を説明した上で合意を得て確定しなくてはならない（就
業規則等により変更する場合は、法令に基づき周知し適正に⾏うこと）。 
また、確定した労働契約（変更後を含む）の内容を、従業員が確認できる
形で提⽰しなくてはならない。 
 

ZT 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

6-4 労働者の権利と義務
を定めるための労働
契約の形式の使⽤に
関する基準 

6-4 労働契約書、または労働条件通知書には、⼯場所在地の法令により明⽰が
求められる事項が漏れなく記載されていなければならない（※）。 
※労働条件の明⽰⽅法については、国内では、書⾯の交付が原則である
が、労働者が希望した場合には FAX や電⼦メール、SNS 等でも明⽰可能
（ただし、出⼒による書⾯作成が可能なものに限る。）。 

MJ 

6-5 労働者が理解可能な
⾔語による明瞭な雇
⽤契約に関する基準 

6-5 ⼯場は、外国⼈労働者の⺟国語で、書⾯等により必要な内容を含む雇⽤契
約を締結し、または労働条件通知書を交付し、契約内容や賃⾦に関する規
定について、従業員が理解できる⾔語で契約、及び周知しなくてはならな
い。労働者の出国前に、実際の労働条件と同⼀の内容の契約書を⺟国語ま
たは理解できる⾔語で締結しなくてはならない。 

MJ 

6-6 解雇に関する基準 6-6 ⼯場は、従業員を解雇する場合、⼯場所在地の法令に定められた規定、及
び契約によって定められた規定に従って⾏わなくてはならない。 

MN 

6-7 労働者の休憩(⾷事休
憩など)の権利に関す
る基準 

6-7 ⼯場は、従業員の休憩時間については、⼯場所在地の法令に従い、当該法
令以上の休憩時間を与えなくてはならない。 

MJ 

6-8 労働時間と時間外労
働の管理に関する基
準 

6-8-1 すべての労働時間は、⼯場所在地の法令に従い、原則として正確で信頼の
おける管理システム、例えばタイムカードや磁気カード、指紋認証システ
ムなどによって管理されなくてはならない。時間記録は真正で間違いな
く、実際の労働時間を反映したものでなくてはならない。 

MJ 

6-8-2 時間記録は、始業時と、終業時または残業の後に⾏わなければならない。 MJ 
6-9 時間外労働と報酬に

関する基準 
6-9-1 ⼯場は、従業員に業務上の必要性に基づかない時間外労働をさせてはなら 

ない。時間外労働は、⼯場所在地の法令に従い、労使協定及び従業員の合 
意等に基づき実施されなくてはならない。 【1-6 と同】 

 

6-9-2 時間外労働の賃⾦は、⼯場所在地の法令に定める割増率に従って⽀給され
なければならない。⼯場所在地の法令の定めがない場合は、通常業務の時
間給を下回ってはならない。出来⾼制の場合の時間外給与の計算において
も、実際の労働時間で⽀払い給与を時給換算した場合、最低賃⾦を下回ら
ないようにしなければならない。 

ZT〜MJ 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

6-10 労働者の社会保険の
加⼊に関する基準 

6-10 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、全ての社会保険（年⾦保険、医療保
険、労働保険等）を従業員に提供しなくてはならない。 

ZT 

6-11 年⾦・社会保障給付
に関する基準 

6-11 ⼯場は、⼯場所在地の法令に定める届出義務者（従業員もしくは⼯場）か
らの申請に基づき、社会保険給付について、必要な⼿続を適切に⾏い、従
業員が適正に受給できるようにしなくてはならない。 
注：⽇本においては育児休業給付⾦、傷病⼿当⾦、出産⼿当⾦、出産育児
⼀時⾦ など 

ZT 

6-12 週休制に関する基準 6-12 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、従業員に休⽇を与えなくてはならな
い。休⽇に就業する場合は、⼯場所在地の法令に従い、代休などを与えな
ければならない。 

注：⽇本においては、代休の付与は義務ではない。 

MJ 

6-13 年次有給休暇に関す
る基準 (祝⽇、年次
休暇、病気休暇等) 

6-13-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、以下の全ての休暇及び報酬の算定を正
確に計算しなければならない。 
定休、休憩、⼿当、賞与、公的休暇、年次有給休暇、病休、退職⾦、並び
に永年勤続報奨⾦など。 

MJ 

6-13-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、年次有給休暇の取得に対し過度な制限
を加えてはならず、従業員が希望する⽇に取得できるよう配慮しなくては
ならない。また、年次有給休暇が 10 ⽇以上付与された労働者については、
その付与⽇から１年以内に取得時季を指定して５⽇の年次有給休暇を取得
させなければならない。 

MJ〜MN 

6-14 特別休暇(病気休暇、
結婚休暇、家族休暇
等)の基準 

6-14-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令によって定められた法定休暇（有給休暇を除
く）、及び労働契約等により定められた特別休暇に対し過度な制限を加え
てはならず、従業員が希望する⽇に取得できるよう配慮しなくてはならな
い。 

MN 

6-14-2 ⼯場は、就業規則で定められた傷病休暇、慶弔休暇の取得を制限してはな
らない。 

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

6-15 産前産後の配慮に関
する基準 

6-15 ⼯場は、妊娠、出産した従業員に対し、⼯場所在地の法令が定める休暇の
付与、労働時間の短縮、労働環境の改善などの措置を講じなければならな
い。 

MN 

7 賃⾦ 7-1 適正かつ適時な賃⾦
⽀払いに関する基準 

7-1-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令で定める最低賃⾦以上の賃⾦を⽀払わなくては
ならない。 

ZT 

7-1-2 時間外労働の賃⾦は、⼯場所在地の法令に定める割増率に従って⽀給され
なければならない。⼯場所在地の法令の定めがない場合は、通常業務の時
間給を下回ってはならない。出来⾼制の場合の時間外給与の計算において
も、実際の労働時間で⽀払い給与を時給換算した場合、最低賃⾦を下回ら
ないようにしなければならない。【6-9-2 と同】 

 

7-1-3 試⽤期間における賃⾦は、⼯場所在地の法令に定める最低賃⾦を下回って
はならない。 

MJ 

7-1-4 時間外労働⼿当を含むすべての賃⾦は、⼯場所在地の法令の定める期限ま
でに⽀払われなくてはならない。法令の定めがない場合は、最低 1 ヶ⽉に
1 回⽀払うこと。 

ZT 

7-1-5 時間外労働⼿当を含むすべての賃⾦は、原則として、現⾦、振込み等で⽀
給されなくてはならない。 
  

ZT 

7-1-6 ⼯場は、意⾒箱やその他の通報⼿段によって、賃⾦に関する異議を唱える
機会を提供しなくてはならない。 

MN 

7-1-7 ⼯場は、法令で定める最低賃⾦及びその他の賃⾦に関する規定を、①掲⽰
する②雇⽤契約に記載する③説明会の実施、などの⽅法によって従業員に
周知しなくてはならない。 

MJ 

7-1-8 ⼯場は、以下の賃⾦等に関する項⽬について、従業員が理解できる⾔語で
周知しなくてはならない。 
賃⾦の額、賃⾦の計算⽅法、報奨⾦のシステム、賞与の制度 

MN 

7-1-9 ⼯場は、⼆重の従業員名簿、⼆重帳簿、不正な時間外労働記録など、⼀切
の不正な記録を⽤いてはならない。 

ZT 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

7-1-10 全ての賃⾦の明細は、従業員が確認できる形である必要がある。従業員に
明細を⾒せるだけの場合は、サイン等によって従業員に確認させなくては
ならない。 

MJ 

7-1-11 ⼯場は、退職した従業員に対し、賃⾦残額を、⼯場所在地の法令に定める
期間内に⽀払わなくてはならない。 

MN 

7-2 法定されていない賃
⾦控除に関する基準 

7-2 
 

 

従業員が⾃主的に⽀払う控除、ローンの返済や、互助会費などは、⼯場所
在地の法令に従い、労使協定及び従業員の同意の上で賃⾦より控除し、賃
⾦台帳に記載されなくてはならない。 

MN 

7-3 賃⾦補償に関する基
準と⽅針 

7-3-1 ⼯場は、所在地において流⾏疾病等によるロックダウン、または会社都合
で労働者を休業させる場合、⼯場所在地の法令に定める⽅法により、また
は労使協定によって定めた⽅法により賃⾦の設定を⾏わなければならな
い。 

MJ 

7-3-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、従業員に休⽇を与えなくてはならな
い。休⽇に就業する場合は、⼯場所在地の法令に従い、代休などを与えな
ければならない。 
 
注：⽇本においては、代休の付与は義務ではない。 
【6-12 と同】 

 

7-4 法的に認められた控
除に関する基準 

7-4 
  

法令に定められた税⾦の控除、社会保険料、その他の控除（労使協定があ
る場合）は給与の⽀払いの度に明細書によって従業員に提⽰され、正確で
正当な理由を明⽰しなくてはならない。 

MJ 

7-5 産業別・地域別の最
低賃⾦に関する基準 

7-5 ⼯場は、⼯場所在地の法令で定める最低賃⾦以上の賃⾦を⽀払わなくては 
ならない。 
【7-1-1 と同】 

 

7-6 ⽣産、ノルマ、また
は出来⾼払いの現実
的な作業⽬標に関す
る基準 

7-6 ⼯場は、時間外労働を含む労働時間内の就業で、従業員の能⼒を超える⽣
産ノルマや出来⾼制、その他の報奨⾦制度を設定してはならない。 

MN 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

7-7 給与記録と給与明細
に関する基準 

7-7-1 ⼯場は、以下の項⽬を記載した賃⾦の⽀払い明細を従業員に明⽰し、その
控えを保管しなくてはならない。 
基本給、時間外労働⼿当、賞与、及び全ての控除と最終⽀払い額、賃⾦計
算の明細 

MJ 

7-7-2 ⼯場は、譲受⼈（親族であっても）に賃⾦を渡してはならない。 MJ 
7-7-3 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、全ての従業員を賃⾦台帳・労働者名

簿・出勤簿・年次有給休暇管理簿に記載しなければならない。 
MJ 

7-7-4 ⼯場は、賃⾦台帳を最新の状態に維持し、⼯場所在地の法令で定める期
間、保管しなければならない。⼯場所在地の法令で定めがない場合は 1 年
以上保管しなければならない。 

MJ 

7-8 最⼤労働時間に関す
る基準 

7-8-1 ⼯場は、⼯場所在地の法令に従い、1 ヶ⽉の時間外労働時間の制限を超え
てはならない。法令の定めがない場合、1 ヶ⽉の時間外労働時間を 45 時間
以内に維持するよう努め、100 時間を超えてはならない。 

ZT〜MJ 

7-8-2 ⼯場は、⼯場所在地の法令に定めがある場合、1 ⽇の時間外労働時間の制
限を超えてはならない。 
 
注：⽇本においては、三六協定で 1 ⽇の労働時間の上限が定めている場合
がある。 

MN 

8 デューディリジェンス 8-1 ⼈権に関する⽅針・
⼿続きの基準 

8-1 ⼯場は、⼈権に関する⽅針を⼯場内に掲⽰し、リスクの特定、是正、防⽌
策などの措置を継続的に実施しなくてはならない。 
また⼈権⽅針には、従業員を含むステークホルダーエンゲージメントを遂
⾏するための⽅針を含めなくてはならない。 
エンゲージメントの仕組みとして、⼯場は、従業員（労働者）との対話を
通じて、職場や仕事に関して直⾯している悩みを吸い上げられるような体
制を整備することで、⼈権侵害に関する情報を的確に把握できる体制を構
築しなくてはならない。 

MN 

8-2 ⼈権侵害に関する苦
情処理メカニズムの
基準 

8-2 ⼯場は、従業員が⼈権侵害、その他苦情を申し出ることが可能な苦情処理
メカニズム（意⾒箱・ホットラインの設置、労基署への通報窓⼝を⽰すポ
スターの掲⽰等）を構築し、維持しなくてはならない。 

MJ 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

8-3 苦情処理⼿続きの透
明性とアクセスに関
する基準 

8-3 苦情処理メカニズムは、通報者の保護（経営層を含む社内での共有時に匿
名とするか否か、また、共有範囲について本⼈の意思に委ねることを含
む）を⾏った上で確実に経営層に伝達されなくてはならない。また、外国
⼈については、⺟国語で第三者窓⼝に相談できる環境を整備しなくてはな
らない。 

MN 

8-4 ⼈権に係るリスク評
価に関する基準 

8-4 ⼯場は、⼈権に関するリスクを定期的にレビューし、⾃主監査または外部
監査などを通じて改善を図らなければならない。 

MN 

8-5 ⼈権への負の影響の
防⽌と軽減に関する
基準 

8-5 ⼯場は、重⼤な⼈権侵害が発⽣する恐れがある場合、予防措置を講じなけ
ればならない。 

MJ 

8-6 特定された⼈権侵害
の是正に関する基準 

8-6 ⼯場は、重⼤な⼈権侵害が発⽣した場合、是正措置を講じなければならな
い。 

MJ 

8-7 職場における労働基
本権の管理⼿順に関
する基準 

8-7 ⼯場は、⼯場所在地の法令遵守を確実に実⾏するため、法改正等を定期的
に確認し、社内規定等を適切に管理しなくてはならない。 

MN 

9 外国⼈労働者 9-1 債務による束縛の基
準 

9-1 ⼯場は、外国⼈労働者との契約の不履⾏について、違約⾦を予定する契約
をしてはならない。 

ZT 

9-2 労働者が理解可能な
安全⼿順に関する基
準 

9-2 ⼯場は、外国⼈労働者に対し、外国⼈労働者が理解できる⾔語で、就業前
に、就業場所および寮における就業規則・規程、安全衛⽣基準、⽕災その
他の緊急時の避難経路、避難訓練その他の業務に関連した労働安全衛⽣に
関する事項について、研修を⾏わなくてはならない。 

MJ 

9-3 透明性のある採⽤プ
ロセスに関する基準
（⼈材斡旋業者等を
介するものを含む） 

9-3 ⼯場は、⼈材斡旋業者等を通じて従業員を採⽤する場合、採⽤に関わる仲
介業者が⼯場所在地の法令を遵守していることを確認しなくてはならな
い。 

MJ 

9-4 雇⽤/⼈材斡旋業者等
による組織の労働⽅
針の遵守に関する基
準 

9-4 外国⼈労働者を雇⽤する場合には、⼈材斡旋業者等が違法⾏為を⾏ってい
ないかどうか確認を⾏わなければならない。また、違反が認められる場合
には、⼈材斡旋業者等が必要な是正措置を講じているか確認しなければな
らない。 

MJ 
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# 9 分野 No. 
JASTI 監査要求事項 

84 項⽬ 
枝番 要求事項 重要度 

9-5 採⽤⼿数料に関する
基準 

9-5 ⼯場は、従業員を採⽤する際、正当な理由のない⾦銭を従業員が仲介業
者、または斡旋業者に⽀払っていないことを確認しなくてはならない。 

MJ 

9-6 外国⼈労働者、季節
労働者、臨時労働
者、⾮フルタイム労
働者の労働権保護に
関する雇⽤契約の基
準 

9-6 ⼯場は、臨時従業員、⾮フルタイム労働者、外国⼈労働者いずれの場合で
あっても、雇⽤契約に関して、⼯場所在地の法令で認められた内容の記載
とし、不当な差別が無いようにしなくてはならない。 

ZT〜MJ 

 
 

重要度の意味 
ZT：Zero Tolerance（ゼロトレランス）許容不可 不適合は、⾄急改善しなければならない。 
MJ：Major（メジャー）重要 不適合は、次回監査に向けて、改善に取り組まなければならない。 
MN：Minor（マイナー）軽微 不適合は、継続的に改善に取り組まなければならない。 

 

 
 


